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こしがや市議会だより

　令和５年６月定例会は、６月８日から２７日
までの２０日間にわたり開催しました。
　本定例会では、「越谷市災害見舞金等支給条例
の一部を改正する条例制定について」など１９
件の市長提出議案をそれぞれ同意または可決し
ました。
　また、提出された請願「今後の越谷サンシティ
のあり方に関する方針（仮称）の決定の件」に
ついては賛成多数で採択しました。（各議案の結
果は３ページに掲載しています。）
※定例会の日程は市議会ホームページをご覧く
ださい。

― 災害見舞金等支給条例の
　　　　　　　　一部を改正する条例制定 ―

台風２号による
　　被災者への見舞金増額を決定

　これまで、新型コロナウイルス感染症対策を考慮した議会運
営において、傍聴についてはライブ中継の視聴をお願いし、傍
聴席数を制限していましたが、本定例会から、議場内の全ての
傍聴席をご利用いただ
けるようになりまし
た。
　また、議場内に設置
していたアクリル製の
防護シールドについて
も撤去しました。

◇主な議案の内容 …………… ②③
◇審議結果 ……………………… ③
◇常任委員会の審査 ………… ④⑤
◇市政に対する一般質問 …… ⑥⑦
◇市議会からのお知らせ ……… ⑧
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表紙の写真 「Big ひまわり」　
撮影者　久世  早百合 様（南荻島在住）
撮影場所　大竹（令和4年(2022年)7月）

スマホ用アプリ「マチイロ」で
市議会だよりをご覧いただけます。こしがや市議会だよりの愛称「harmony」

は、ワンチームを連想させ、調和を奏でる
との思いが込められています。



❷　　　　　こしがや市議会だより　令和5年（2023年）８月1日

　質疑および討論については、その主なもの
を掲載しています。
　各議案の概要は市議会ホームページに掲載
しています。

　本議案は、対象火気設備等の位置、構造 
及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関
する条例の制定に関する基準を定める省令の
一部が改正されること等に伴い、所要の改正
を行う必要があるため、提案されました。
　改正の主な内容は、まず、急速充電設備に
係る改正で、急速充電設備の充電対象として、
これまでの自動車または原動機付自転車に加
えて、新たに船舶、航空機その他これらに類
するものを追加するほか、現行２００ｋｗ以
下とされている急速充電設備の全出力の上限
を撤廃するもので、これらの改正については、
令和５年１０月１日から施行します。
　次に、喫煙所の標識等に係る改正で、法令
と条例において、それぞれ定めている喫煙所
の標識等について、法令の標識等に統一を図
るもので、公布の日から施行します。

　
　本議案は、越谷市役所新庁舎建設工事につ
いて、鋼材類の著しい価格高騰に伴い、契約
金額を変更する必要があるため、提案されま
した。令和４年４月臨時会で決定した請負契
約について、契約金額を５６億２９４８万円
から５６億６６１８万７０００円に変更する
ものです。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　本議案は、指定管理者制度を導入すること
に伴い、所要の改正を行う必要があるため、
提案されました。
　改正の内容は、都市公園の管理を指定管理
者に行わせることができる旨を規定するとと
もに、指定管理者に行わせる業務については、
都市公園の維持管理および許可業務とするも
のです。
　本条例は、令和６年４月１日から施行しま
す。
▶議案質疑
問　総合体育館周辺の公園以外の都市公園に
ついて、指定管理の実施に条件を設定する考
えは。
答　都市公園の中には施設を有する公園など、
さまざまな種別の公園がある。指定管理によ
る効果的な管理運営が見込まれる公園はある

程度限定されるものと考えるが、指定管理の
導入にあたっては公園の条件等の整理も併せ
て検討したい。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　本議案は、越谷市立大袋小学校外構等改修
工事の請負契約を締結するにあたり、予定価
格が、議会の議決に付すべき契約及び財産の
取得又は処分に関する条例に規定する額以上
となるため、提案されました。
　本件工事は、越谷都市計画事業西大袋土地
区画整理事業に係る区画道路の整備に伴うも
ので、越谷市立大袋小学校の既存のプールや
外構フェンス等を解体し、新たな位置に外構
フェンス等を設置するなどの工事を行うもの
です。
▶反対討論
▷　区画整理事業に伴う道路拡張工事の影響
により、大袋小学校のプールは解体・新設す
ることが計画されていたものの、教育委員会
は新設について一方的に計画から削除し、現
場教職員、児童、保護者、地域住民へ理解や
同意を得ることを怠ってきた。また、６０年
間の維持コストを試算すると、教育委員会の
試算より安価となることも考えられる。民間
施設が使えなくなった場合は、事業に支障を
きたす恐れがあり、教師や児童、市民に対し
て負担を押しつけることにつながる。
　大袋小学校だけがプールを持たず、移動時
間など、市内学校間の格差、不公平感があり、
市民の声を置き去りにして、プール事業を民
間施設で行うべきではないと考え、本議案は
大袋小学校のプールについて新設することを
含まないことから、反対する。

　
　
　歳入について、国庫支出金では新型コロナ
ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金など
を追加、繰入金では財政調整基金繰入金を追
加します。
　歳出について、総務費では備蓄資機材の購
入費などを追加し、民生費では障がい者施設
や高齢者施設等への光熱費等高騰対策支援金
のほか、私立保育所等への給食費や光熱費の
臨時支援金などを追加します。また、衛生費
では子育てファミリー応援給付金のほか、新
型コロナウイルスワクチン接種に係る個別接
種促進支援金や、省エネ家電買換促進補助金
などを追加します。さらに、農林水産業費で
は農業用燃油・肥料高騰対策支援金などを追
加し、商工費では物価高騰対策中小企業設備
導入等支援補助金を追加、教育費では特別支
援学級へ大型提示装置を設置するための学校
ＩＣＴ機器購入費や、小中学校へ空気清浄機
を設置するための施設用器具購入費などを追

加し、補正予算額は７億６２００万円になり
ます。
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　本議案は、台風２号による床上浸水の被災
者に対し支給する見舞金の額を増額するため、
提案されました。
　改正の内容は、住家の床上浸水の場合にお
ける見舞金の支給額について、現行では１世
帯につき３万円ですが、このたびの台風２号
による床上浸水の被災者に対して、１世帯に
つき４万円に増額するものです。
　本条例は、公布の日から施行します。

　
　

畑谷　　茂
　平成２３年から当選４回。
副議長、環境経済・建設常任
委員長、予算特別委員長、空
き家等対策検討特別副委員長
などを歴任（５８歳）

清田　巳喜男
　平成２７年から当選２回。
議会運営副委員長、総務常任
委員長、教育・環境経済副委
員長、決算特別副委員長など
を歴任（６７歳）

※請願の全文はホームページ
　に掲載しています。

　
請願の要旨
　今後のサンシティのあり方については、南
越谷地区のにぎわい創出に十分配慮したうえ
で、
　(１)市長は、地方自治法第１３８条の４第
３項に基づく附属機関を設置、諮問し「今後
の越谷サンシティのあり方に関する方針（仮
称）」を策定すること。
　(２)「今後の越谷サンシティのあり方に関
する方針(仮称)」は、地方自治法第９６条第
２項の規定に基づく条例を制定し、議会の議
決事項とし、市全体の方針として推進するこ
と。
▶反対討論
▷　今回の方針転換は、財政負担の抑制とい
う将来を見据えての決断とはいえ、周辺地域
の方々等の戸惑いや憤りを真摯に受け止める
べきであり、本請願の願意には賛同する。し
かしながら、請願者が要望する諮問機関の設
置や、条例を制定し、方針や計画等を議決事項

とした場合、現行の計画よりさらに２年程度
整備スケジュールが遅れることが想定される。
また、見直し案に対する議員への説明を経て、
パブリックコメントが行われており、一方的
に計画を押し付けているといった趣旨の指摘
には当たらない。委員会審査においては、請
願の願意には賛同できるとして、趣旨採択の
動議を提案したが、賛成少数により動議が否
決となったため、本請願に反対する。
▷　審議会の委員を市民公募している審議会
のうち、最も市民公募枠が多い消費生活セン
ター運営委員会でも１２名となっており、広
く市民の声を聞くという点で、不十分な議論
となりかねない。本市において、条例を制定
して議決行為としている計画はなく、議決機
関である議会が、執行機関である行政に対
し、度を越えた介入をすることにつながる。
また、市の最上位計画として進めることとな
り、財源論をないがしろにした計画となりか
ねないことから、本請願に反対する。
▷　市が示した見直し案は、市の財政負担の
抑制を図りながらも、サンシティおよび周辺
地域のにぎわいを創出するための最大限の工
夫が見られ、公債費の見通しを含め、財政状
況についても明らかにされている。また、条
例を制定し、議会の議決事項とすることにつ
いて、拙速に結論を出すことは適切ではなく、
他の行政計画への影響など、さまざまな角度
から時間をかけて検討する必要がある。再整
備に着手できるまで、相当の期間を要するこ
とが想定され、その間にも、施設の老朽化は

ますます進み、利用者やテナントにとって甚
大なリスクとなることから、本請願に反対す
る。
▶賛成討論
▷　これまで越谷サンシティの建て替えにつ
いて、市議会においても全面建て替えではな
くリノベーションが提案されたこともあった
が、市は全面建て替えの方針を変更してこな
かった。しかし、本年５月に、急きょリノベ
ーションに方針転換し、その際に市民への意
見聴取が行われなかったため、懇談会の存在
意義が問われるとともに、今後の整備事業に
対して不信感を生んでいる。市の独断専行で
はなく、市民の意見を聞き、条例に基づいた
諮問機関を設置し、その決定を議会で議論し
た上で、市の方針としてほしいという願いは
理解できるため、本請願に賛成する。
▷　十分な説明なく、突然に計画変更案を発
表する本市の行政運営に疑問を抱くことから、
附属機関を設置し、その過程を公表しつつ、
市民との合意形成を図ることが必要であると
考える。また、南越谷駅、新越谷駅周辺地域
のポテンシャルを最大限に生かし、東京圏を
視野に入れた埼玉県東南部を代表する商業・
業務の街へ整備し直すことは、本市の就業人
口や居住人口を増やすことにつながり、越谷
サンシティの整備計画は、経済性の側面から
見て、本市の重要な事業である。今回の変更
計画案が本当に南越谷新越谷のにぎわい創出
に結びつくのか、コロナ後の経済環境の変化
も踏まえ、再検討する必要があると考え、本

請願に賛成する。
▷　令和２年８月、市は、一体整備の方針に
従い、商業棟部分の管理を行っていた第三セ
クターであるＫＣＰ所有分を２６億９５００
万円で購入し、現在は、土地と建物全ての所
有権を本市が取得している。また、令和３年
４月に市が示した越谷サンシティ整備基本計
画にある、商業棟とホール棟の全部建て替え
という大前提を、１年間の延長期間中におい
ても、市民や議会などからの意見聴取を図る
ことなく、執行機関のみの判断で、突然かつ
一方的に変更した。本請願の要旨の理由は、
市政運営の最高規範となる「越谷市自治基本
条例」第４条にある、自治の基本理念の視点
にほかならないと考え、市長には本市におけ
る自治を推進するよう強く要望し、本請願に
賛成する。
▷　方針転換の主な理由として、今後の財政
負担が挙げられているが、市立病院をはじめ
とする多くの施設は、構想案策定時点で建て
替えが予想されていたものと認識している。
また、執行機関である行政と意思決定議決機
関である議会は、二元代表制のもと、独立、
対等の関係に立ち、相互に緊張関係を保ちな
がら、協力して、市民のために自治体運営に
当たる責任を有している。議会の権威、権能
を高める努力を惜しまず、議論を重ねながら、
市の発展のために取り組んでいくことは当然
の使命であり、本請願は、議会改革の観点か
らもタイムリーであると考え、本請願に賛成
する。

主  な  議  案  の  内  容

（仮称）市民協働ゾーン

総合体育館周辺の公園

越谷市都市公園条例の一部を改正する
条例制定について

越谷市立大袋小学校外構等改修工事
請負契約の締結について

令和５年度越谷市一般会計補正予算
（第２号）について

監査委員の選任について（議員選出）

越谷市災害見舞金等支給条例の一部を
改正する条例制定について

今後の越谷サンシティのあり方に関する
方針（仮称）の決定の件

市長提出議案

請　　願

越谷市火災予防条例の一部を改正する
条例制定について

議決事項の一部変更について（越谷市役所
新庁舎建設工事（建築）請負契約の締結）

はた や　　　　 しげる
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こしがや市議会だより　令和5年（2023年）８月１日　　　　　❸

　質疑および討論については、その主なもの
を掲載しています。
　各議案の概要は市議会ホームページに掲載
しています。

　本議案は、対象火気設備等の位置、構造 
及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関
する条例の制定に関する基準を定める省令の
一部が改正されること等に伴い、所要の改正
を行う必要があるため、提案されました。
　改正の主な内容は、まず、急速充電設備に
係る改正で、急速充電設備の充電対象として、
これまでの自動車または原動機付自転車に加
えて、新たに船舶、航空機その他これらに類
するものを追加するほか、現行２００ｋｗ以
下とされている急速充電設備の全出力の上限
を撤廃するもので、これらの改正については、
令和５年１０月１日から施行します。
　次に、喫煙所の標識等に係る改正で、法令
と条例において、それぞれ定めている喫煙所
の標識等について、法令の標識等に統一を図
るもので、公布の日から施行します。

　
　本議案は、越谷市役所新庁舎建設工事につ
いて、鋼材類の著しい価格高騰に伴い、契約
金額を変更する必要があるため、提案されま
した。令和４年４月臨時会で決定した請負契
約について、契約金額を５６億２９４８万円
から５６億６６１８万７０００円に変更する
ものです。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　本議案は、指定管理者制度を導入すること
に伴い、所要の改正を行う必要があるため、
提案されました。
　改正の内容は、都市公園の管理を指定管理
者に行わせることができる旨を規定するとと
もに、指定管理者に行わせる業務については、
都市公園の維持管理および許可業務とするも
のです。
　本条例は、令和６年４月１日から施行しま
す。
▶議案質疑
問　総合体育館周辺の公園以外の都市公園に
ついて、指定管理の実施に条件を設定する考
えは。
答　都市公園の中には施設を有する公園など、
さまざまな種別の公園がある。指定管理によ
る効果的な管理運営が見込まれる公園はある

程度限定されるものと考えるが、指定管理の
導入にあたっては公園の条件等の整理も併せ
て検討したい。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　本議案は、越谷市立大袋小学校外構等改修
工事の請負契約を締結するにあたり、予定価
格が、議会の議決に付すべき契約及び財産の
取得又は処分に関する条例に規定する額以上
となるため、提案されました。
　本件工事は、越谷都市計画事業西大袋土地
区画整理事業に係る区画道路の整備に伴うも
ので、越谷市立大袋小学校の既存のプールや
外構フェンス等を解体し、新たな位置に外構
フェンス等を設置するなどの工事を行うもの
です。
▶反対討論
▷　区画整理事業に伴う道路拡張工事の影響
により、大袋小学校のプールは解体・新設す
ることが計画されていたものの、教育委員会
は新設について一方的に計画から削除し、現
場教職員、児童、保護者、地域住民へ理解や
同意を得ることを怠ってきた。また、６０年
間の維持コストを試算すると、教育委員会の
試算より安価となることも考えられる。民間
施設が使えなくなった場合は、事業に支障を
きたす恐れがあり、教師や児童、市民に対し
て負担を押しつけることにつながる。
　大袋小学校だけがプールを持たず、移動時
間など、市内学校間の格差、不公平感があり、
市民の声を置き去りにして、プール事業を民
間施設で行うべきではないと考え、本議案は
大袋小学校のプールについて新設することを
含まないことから、反対する。

　
　
　歳入について、国庫支出金では新型コロナ
ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金など
を追加、繰入金では財政調整基金繰入金を追
加します。
　歳出について、総務費では備蓄資機材の購
入費などを追加し、民生費では障がい者施設
や高齢者施設等への光熱費等高騰対策支援金
のほか、私立保育所等への給食費や光熱費の
臨時支援金などを追加します。また、衛生費
では子育てファミリー応援給付金のほか、新
型コロナウイルスワクチン接種に係る個別接
種促進支援金や、省エネ家電買換促進補助金
などを追加します。さらに、農林水産業費で
は農業用燃油・肥料高騰対策支援金などを追
加し、商工費では物価高騰対策中小企業設備
導入等支援補助金を追加、教育費では特別支
援学級へ大型提示装置を設置するための学校
ＩＣＴ機器購入費や、小中学校へ空気清浄機
を設置するための施設用器具購入費などを追

加し、補正予算額は７億６２００万円になり
ます。
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　本議案は、台風２号による床上浸水の被災
者に対し支給する見舞金の額を増額するため、
提案されました。
　改正の内容は、住家の床上浸水の場合にお
ける見舞金の支給額について、現行では１世
帯につき３万円ですが、このたびの台風２号
による床上浸水の被災者に対して、１世帯に
つき４万円に増額するものです。
　本条例は、公布の日から施行します。

　
　

畑谷　　茂
　平成２３年から当選４回。
副議長、環境経済・建設常任
委員長、予算特別委員長、空
き家等対策検討特別副委員長
などを歴任（５８歳）

清田　巳喜男
　平成２７年から当選２回。
議会運営副委員長、総務常任
委員長、教育・環境経済副委
員長、決算特別副委員長など
を歴任（６７歳）

※請願の全文はホームページ
　に掲載しています。

　
請願の要旨
　今後のサンシティのあり方については、南
越谷地区のにぎわい創出に十分配慮したうえ
で、
　(１)市長は、地方自治法第１３８条の４第
３項に基づく附属機関を設置、諮問し「今後
の越谷サンシティのあり方に関する方針（仮
称）」を策定すること。
　(２)「今後の越谷サンシティのあり方に関
する方針(仮称)」は、地方自治法第９６条第
２項の規定に基づく条例を制定し、議会の議
決事項とし、市全体の方針として推進するこ
と。
▶反対討論
▷　今回の方針転換は、財政負担の抑制とい
う将来を見据えての決断とはいえ、周辺地域
の方々等の戸惑いや憤りを真摯に受け止める
べきであり、本請願の願意には賛同する。し
かしながら、請願者が要望する諮問機関の設
置や、条例を制定し、方針や計画等を議決事項

とした場合、現行の計画よりさらに２年程度
整備スケジュールが遅れることが想定される。
また、見直し案に対する議員への説明を経て、
パブリックコメントが行われており、一方的
に計画を押し付けているといった趣旨の指摘
には当たらない。委員会審査においては、請
願の願意には賛同できるとして、趣旨採択の
動議を提案したが、賛成少数により動議が否
決となったため、本請願に反対する。
▷　審議会の委員を市民公募している審議会
のうち、最も市民公募枠が多い消費生活セン
ター運営委員会でも１２名となっており、広
く市民の声を聞くという点で、不十分な議論
となりかねない。本市において、条例を制定
して議決行為としている計画はなく、議決機
関である議会が、執行機関である行政に対
し、度を越えた介入をすることにつながる。
また、市の最上位計画として進めることとな
り、財源論をないがしろにした計画となりか
ねないことから、本請願に反対する。
▷　市が示した見直し案は、市の財政負担の
抑制を図りながらも、サンシティおよび周辺
地域のにぎわいを創出するための最大限の工
夫が見られ、公債費の見通しを含め、財政状
況についても明らかにされている。また、条
例を制定し、議会の議決事項とすることにつ
いて、拙速に結論を出すことは適切ではなく、
他の行政計画への影響など、さまざまな角度
から時間をかけて検討する必要がある。再整
備に着手できるまで、相当の期間を要するこ
とが想定され、その間にも、施設の老朽化は

ますます進み、利用者やテナントにとって甚
大なリスクとなることから、本請願に反対す
る。
▶賛成討論
▷　これまで越谷サンシティの建て替えにつ
いて、市議会においても全面建て替えではな
くリノベーションが提案されたこともあった
が、市は全面建て替えの方針を変更してこな
かった。しかし、本年５月に、急きょリノベ
ーションに方針転換し、その際に市民への意
見聴取が行われなかったため、懇談会の存在
意義が問われるとともに、今後の整備事業に
対して不信感を生んでいる。市の独断専行で
はなく、市民の意見を聞き、条例に基づいた
諮問機関を設置し、その決定を議会で議論し
た上で、市の方針としてほしいという願いは
理解できるため、本請願に賛成する。
▷　十分な説明なく、突然に計画変更案を発
表する本市の行政運営に疑問を抱くことから、
附属機関を設置し、その過程を公表しつつ、
市民との合意形成を図ることが必要であると
考える。また、南越谷駅、新越谷駅周辺地域
のポテンシャルを最大限に生かし、東京圏を
視野に入れた埼玉県東南部を代表する商業・
業務の街へ整備し直すことは、本市の就業人
口や居住人口を増やすことにつながり、越谷
サンシティの整備計画は、経済性の側面から
見て、本市の重要な事業である。今回の変更
計画案が本当に南越谷新越谷のにぎわい創出
に結びつくのか、コロナ後の経済環境の変化
も踏まえ、再検討する必要があると考え、本

請願に賛成する。
▷　令和２年８月、市は、一体整備の方針に
従い、商業棟部分の管理を行っていた第三セ
クターであるＫＣＰ所有分を２６億９５００
万円で購入し、現在は、土地と建物全ての所
有権を本市が取得している。また、令和３年
４月に市が示した越谷サンシティ整備基本計
画にある、商業棟とホール棟の全部建て替え
という大前提を、１年間の延長期間中におい
ても、市民や議会などからの意見聴取を図る
ことなく、執行機関のみの判断で、突然かつ
一方的に変更した。本請願の要旨の理由は、
市政運営の最高規範となる「越谷市自治基本
条例」第４条にある、自治の基本理念の視点
にほかならないと考え、市長には本市におけ
る自治を推進するよう強く要望し、本請願に
賛成する。
▷　方針転換の主な理由として、今後の財政
負担が挙げられているが、市立病院をはじめ
とする多くの施設は、構想案策定時点で建て
替えが予想されていたものと認識している。
また、執行機関である行政と意思決定議決機
関である議会は、二元代表制のもと、独立、
対等の関係に立ち、相互に緊張関係を保ちな
がら、協力して、市民のために自治体運営に
当たる責任を有している。議会の権威、権能
を高める努力を惜しまず、議論を重ねながら、
市の発展のために取り組んでいくことは当然
の使命であり、本請願は、議会改革の観点か
らもタイムリーであると考え、本請願に賛成
する。

◇議案の概要は市議会ホームページから確認できます。審議結果令和５年６月定例会

≪越谷市議会議員　条例定数＝３２人　現員数＝３２人≫

議案番号

省略

付　託
委員会 議　案　名 議案番号 付　託

委員会 議　案　名

市長提出
第 4 2 号

市長提出
第 5 0 号 越谷市都市公園条例の一部を改正する条例制定について越谷市監査委員の選任につき同意を求めることについて

（井上　茂平　氏）

省略市長提出
第 4 3 号

市長提出
第 5 1号 橋梁耐震整備工事（千代田橋）請負契約の締結について越谷市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて

（澤田　裕二　氏）

総務市長提出
第 4 4号

市長提出
第 5 2 号

公園整備工事（（仮称）西大袋第１号公園）二期工事請負契約の締
結について越谷市税条例の一部を改正する条例制定について

総務市長提出
第 4 5 号

市長提出
第 5 3 号

越谷市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の
一部を改正する条例制定について越谷市都市計画税条例の一部を改正する条例制定について

総務市長提出
第 4 6 号

市長提出
第 5 5 号 財産の取得について（学校給食配送車）越谷市火災予防条例の一部を改正する条例制定について

総務市長提出
第 4 7 号

市長提出
第 5 6 号 令和5年度越谷市一般会計補正予算（第2号）について議決事項の一部変更について（越谷市役所新庁舎建設工事（建築）

請負契約の締結）

総務市長提出
第 4 8 号

市長提出
第 5 7 号 越谷市災害見舞金等支給条例の一部を改正する条例制定について財産の無償譲渡について（赤山町五丁目自治会・エシール越谷自治

会集会所）

民生市長提出
第 4 9 号

市長提出
第 5 8 号

環境経済
・建設
環境経済
・建設
環境経済
・建設
子ども
・教育
子ども
・教育

予算決算

民生

予算決算 令和５年度越谷市一般会計補正予算（第３号）について
越谷市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関
する基準を定める条例及び越谷市指定障害者支援施設の人員、設備
及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定に
ついて

すべての議員が賛成した議案（議長を除く）
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議案番号 付託委員会 議案名

会派名

議員名

可決越谷市立大袋小学校外構等改修工
事請負契約の締結について

市長提出
第54号

子ども
・教育 328○○○○

×××

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○議○○○

同意
越谷市監査委員の選任につき同意
を求めることについて（畑谷　茂　
氏）

市長提出
第59号 省略 1416○

××××××

○○○

××××××××

○○○除○○○○○○議○○○

同意
越谷市監査委員の選任につき同意
を求めることについて（清田　巳喜
男　氏）

市長提出
第60号 省略 1416○

××××××

○○○

××××××××

○○○○○○○○除○議○○○

採択今後の越谷サンシティのあり方に
関する方針（仮称）の決定の件

5請願
第1号 総務 1219○

××××××××××

○

××

○○○○○○○○○○○○○○議○○○

凡例：○…賛成　　×…反対　　議…議長（議長は採決に加わりません)　　除…除斥議員。議案に利害関係のある議員は、議決に加わることができません
会派名の刷新クラブは「越谷刷新クラブ」、無所属の会は「こしがや無所属の会」、立憲民主党は「立憲民主党越谷市議団」、日本共産党は「日本共産党越谷市議団」、市民ネットは「越谷市民ネットワーク」、
維は「日本維新の会」の略



市内の駐車場に設置されている急速充電設備

今後の越谷サンシティのあり方に関する方針
（仮称）の決定の件
　本請願は、紹介議員ならびに参考人として
請願者のうち１名の出席を求め審査を行いま
した。
　質疑・討論の後、趣旨採択を求める動議が
提出され、趣旨採択を諮ることについて採決
した結果、賛成少数により否決されました。
また、本請願を採択することについて採決し
た結果、賛成少数により不採択と決しました。
※なお、６月２７日の定例会最終日に委員長
から審査経過ならびに結果の報告があり、討
論・採決の結果、本会議においては、賛成多
数により採択と決しました。
問　請願の要旨にある附属機関の設置につい
て、委員の人数や構成の考えは。また、附属
機関への諮問については、既に策定済みの基
本構想や基本計画を一旦白紙として新たな基
本構想等を諮問する考えか。
答（参考人）　委員の半数程度は、関心の高
い市民等を対象とした公募枠を設けることで、
活発で前向きな議論ができると考えている。
　また、諮問される内容に応じて、現在の基
本構想等が白紙となることもあると考える。
問　請願の要旨にある、方針を議会の議決事
項とするメリットや他自治体の好事例は。
答（参考人）　早い段階から市と議会が共通
認識を持つことができることが一番のメリッ
トである。また、渋谷区の新総合庁舎等整備
事業等、議会の議決すべき事件として定める
ことは決して珍しいものではないと考える。
問　請願の理由として、経緯や検証内容が不
透明と言わざるを得ない、とする具体的な内
容は。
答（参考人）　方針転換に際して意見聴取が
無く、報道を通じた内容しか伝わってこず、
どのようなにぎわいを作ろうとしているのか、
費用の積算方法等、分からないことが多いこ
とから、不透明と考えている。
問　本請願については文面のとおりであり、
それ以上でもそれ以下でもないということで
間違いないか。
答（参考人）　今回、市の方針転換のプロセ
スに対して疑義が生じたために、請願をして
いるものであり、諮問機関を設置されたいと
いうこと、および「今後の越谷サンシティの
あり方に関する方針（仮称）」を議会の議決
事項とされたいとするものである。
問　本請願が採択された場合、現在のスケ

ジュールよりさらに遅れることとなるが、周
辺地域のにぎわいを含めた影響についての考
えは。
答（紹介議員）　現在の市の説明によると、
解体後の新たな施設等の詳細は全く決まって
いないとのことであり、影響はないと考える。
▷　重要なのはサンシティの場所を最大限生
かすことであり、期間は最優先順位ではない。
▷　一度紛糾している以上は、しっかり話し
合って進めるべきであり、そのためには多少
の日程のずれが生じることはやむを得ない。
問　議決事項とする場合の、他の行政計画へ
の影響は。
答（紹介議員）　他の行政計画に対する影響
はないと考える。
▷　良い影響か悪い影響かについては現段階
では判断しかねる。
▷　具体的な影響について、現段階では想定
できないが、比較的影響はないものと考える。
▶発言　行政と議会は、二元代表制のもと独
立対等の関係に立ち、相互に緊張関係を持ち
ながら協力して、市民のために自治体運営に
あたる責任を有している。議会の権威、権能
を高める努力を惜しまず、議論を重ねながら
市の発展のために取り組んでいくことは当然
の使命であり、本請願は、議会改革の観点か
らも非常にタイムリーである。
　にぎわい創出の観点からも、多様な意見を
集約していくことに大きな期待をしたい。
▷　今回の請願は、５年間にわたる懇談会の
内容が、突然変わってしまうことに対して、
意見を持って行くところがないがゆえに請願
という形で表れたことが理解できた。
　また、請願の内容は、具体的な条件をつけ
るつもりはなく、議会と市との間で議論を尽
くしたうえで、その方向性を決めてもらいた
いという意見の集約と考えており、しっかり
受けとめ、議会の中で反映していきたい。
▶反対討論　現在の方針においても、にぎわ
いを創出するための最大限の工夫が見られる
こと。建物全ての建て替えは、市が大前提と
したものではないこと。今回の見直しの主な
要因は、今後の市の財政負担を考慮したもの
であり、方向性を示すことは当然であること。
サンシティは、全市民のための施設であり、
市の考えが等しく伝わる方法により発表した
ことは当然であること。市の財政状況を明ら
かにしたうえで、方針見直しに至ったことを
説明していること。議決事項とすることにつ
いて、さまざまな角度から時間をかけて検討
する必要があること。仮に請願が採択された
ら、再整備着手まで相当の期間を要すること
が想定され、施設の老朽化はますます進み、
甚大なリスクとなること。以上７つの理由か
ら、本請願に反対する。
▷　審議会を作り、方針案を策定することが、
どのように市民全体の意見を反映させること
ができるのか不透明さが残る。また、議会の
関与を強める点においては、執行機関の職務
にまで議会が関与していくことへの不安や、
これまでの議会のあり方を変えてしまうこと
にも繋がりかねない。一公共施設の建て替え
を総合振興計画並みの最上位に位置づけ、市
の財源を最大限投入することは、今後の他の
公共施設の維持管理に多大な影響を与える恐
れが拭えず、本請願に反対する。
▶動議　今回の方針転換は、周辺地域やまち
づくりに関心のある方々にとっては、戸惑い
や怒りを覚えるのも当然のことである。
　また、今後もさまざまな議論が起こること
が想定され、一つの結論にまとめあげていく
ためには、意見交換会などを重ね、市民の意

見の吸い上げと、納得感や合意形成を図って
いくことが必要と考え、請願の願意には賛同
する。
　一方、附属機関の設置等には、大幅なスケ
ジュールの遅れが想定されるため、手法につ
いては柔軟に検討されることを希望し、趣旨
採択とされたい。
越谷市火災予防条例の一部を改正する条例制
定について
問　本市における物流事業者等の急速充電設
備の設置状況は。また、市として２０５０年
のカーボンニュートラルに向け、将来を見据
え計画的に急速充電設備を整える考えは。
答　現在、市内には、市民が有料で使用でき
る急速充電設備は１９カ所２３台設置されて
いる。お尋ねの物流事業者等が自ら設置する
ものについては把握できていないが、今後立
ち入り検査時等において確認したいと考えて
いる。
　また、カーボンニュートラルの実現は、行
政として積極的に取り組むべきであることか
ら、機会を捉えて関係部局と情報共有を図り
ながら進めていきたい。

財産の無償譲渡について（赤山町五丁目自治
会・エシール越谷自治会集会所）
問　無償譲渡された集会所に係る固定資産税
の減免等の取り扱いは。また、集会所として
無償譲渡を行うにあたり、使途を制限する特
約はあったのか。
答　固定資産税や都市計画税の減免について
は、地方税法や税条例に基づき、自治会の集
会施設として使用する場合のみ申請に基づき
減免を行っている。
　また、無償譲渡にあたっては、相手方から
提出される譲与申請書において集会施設とし
て利用する旨の記載があり、その後、契約書
においても譲与物件は集会所として用途を指
定し、用途指定の期間は当該建物が存する期
間とする、と明記している。

越谷市災害見舞金等支給条例の一部を改正す
る条例制定について
問　災害見舞金の金額の根拠と支給対象を床
上浸水としている理由は。また、支給内容を
見直す考えは。
答　台風２号による床上浸水の被害を受けた
り災者に対し、４万円を支給することを考え
ている。金額の算出は、県内他市等の支給状
況、台風の被害の大きさを勘案し、決定した。
　床下浸水であっても、浸水具合等により被
害額が大きくなる場合もあるが、床上浸水の
方が被害額は大きくなる傾向がある。これら
のことや他市の支給状況を勘案し、対象を床
上浸水とした。支給内容については、社会情
勢等の変化により、見舞金に対する考え方も
変化していくことが考えられることから、支
給金額や対象について情報収集を行い、検証
を続けていきたいと考えている。

❹　　　　　こしがや市議会だより　令和5年（2023年）８月1日

　６月定例会に上程された議案のう
ち、市長提出議案１３件と請願１件が
部門別の常任委員会に付託され審査を
行いました。
※質疑のあった議案について主な質疑
と答弁を掲載しています。ＱＲコード
を読み取ると、委員会の録画映像をご
覧いただけます。

常任委員会
（部門別）の審査

総　務

民　生



現在使用されている学校給食配送車

子育て世帯を応援します

越谷市電子図書館のトップページ

越谷市都市公園条例の一部を改正する条例制
定について
問　総合体育館周辺の公園の指定管理委託先
は。また、今後都市公園について、指定管理
していくことへの考え方は。
答　総合体育館については、公益財団法人越
谷市施設管理公社を指定管理者としており、
体育館との一括管理を踏まえ、同公社を指定
管理者とすることを考えている。
　今後の都市公園への指定管理者の導入につ
いては、各都市公園の種別や施設の状況、今
般予定している指定管理者による管理状況や
効果等を検証しながら考えていきたい。
公園整備工事（（仮称）西大袋第１号公園）
二期工事請負契約の締結について
問　整備工事を２期に分割して行う理由は。
また、令和６年度に供用開始となるエリアは。
答　本整備工事は全体工事費を約６億円と見
込んでおり、来年度に予定している遊具、植
栽についても工事費が多額となることから、
予算の平準化のため工事を２期に分割した。
また、当該公園整備は、令和６年３月１５日
の完了を予定しており、養生期間が必要とな
る芝生エリア以外の部分については、令和６
年度当初に供用開始できると見込んでいる。

越谷市立大袋小学校外構等改修工事請負契約
の締結について
問　５月２９日、６月１０日に開催された
「大袋小学校のプール解体及び水泳授業に係
る説明会」への参加者の人数と質問や意見の
内容は。
答　５月２９日は４１名、６月１０日は２３
名の参加者がおり、民営プールまでの移動方
法や移動時間、授業時間の配分、保護者負担
などに関する質問のほか、指導方法や共同利
用できる温水プールの建設、学校周辺の道路
整備などに関する意見があった。
▶反対討論　プール解体後、民間施設と契約
が結べなかった場合や民間施設が使用できな
くなった場合、授業に支障をきたす恐れがあ
る。また、大袋小学校だけがプールを持たず、
市内学校間の不公平感を感じる。さらに、保
護者や市民との十分な審議を経ず民間施設を
利用することに納得できないため、反対する。
財産の取得について（学校給食配送車）
問　購入予定車両の保冷機能の有無は。また、
食品衛生上の基準が厳しくなる中、保冷機能
が無い既存車両の買い替えの考え方は。
答　購入予定の車両には保冷機能が付いてお
り、２０度から３２度の温度調整が可能と
なっている。また、保冷機能が付いていない
既存車両１５台については、順次買い替えを
行っていく予定である。

令和５年度越谷市一般会計補正予算（第２
号）について
問　今回の補正予算で購入を予定している備
蓄品の保管場所は。また、台風や地震など災
害時における備蓄品の運搬に対する考え方は。
答　各避難所では保管スペースに限りがあり、
防災備蓄倉庫に保管することを考えている。
また、避難所への運搬については、災害の種
類に応じて、開設の可能性がある避難所をあ
らかじめ想定し、輸送班がそれぞれの避難所
に、事前に運搬することも考えている。

令和５年度越谷市一般会計補正予算（第２
号）について
問　子育てファミリー応援給付金の内容と現
金支給にした理由は。また、周知にかかる取
り組みは。
答　当該事業は、県と連携し、子育て世帯に
給付金を支給するもので、県の「子育てファ
ミリー応援事業」では、県内の自治体が独自
に１万円相当以上の支援を実施する場合、県
から当該自治体の対象者に、最大１万円相当
分のベビーギフトが贈られる。
　本市では「子育てファミリー応援給付金事
業」を実施し対象者に必要な物品の購入のた
めの現金１万円を給付したいと考えている。
 周知方法は、対象者が令和５年４月１日以
降に出生した児童の保護者であることから、
出生届提出時の窓口での周知を考えている。
なお、事業決定前に出生している子の保護者
には通知を送付していきたいと考えている。

令和５年度越谷市一般会計補正予算（第２
号）について

問　省エネ家電買換促進補助金の対象となる
エネルギー価格高騰等の影響を受けた生活者
とは。また、想定補助件数と、想定補助件数
を上回ったときの対応は。
答　対象は電気料金高騰の影響を受けた市民
全般と想定し、市内在住の個人としている。
　また、想定補助件数は、対象機器に設置費
用がかからない冷蔵庫が加わったため、前回
の補助額より一律で１万円を減額し、市内店
舗からの購入を上限額５万円、個人事業主等
からの購入を上限額９万円としていることな
どから、６４０件の補助を想定している。
　また、申請は先着順で受付し、予算を超え
た日に届いた分の申請については抽選を行
う。

令和５年度越谷市一般会計補正予算（第２
号）について
問　私立保育所等給食費臨時支援金につい
て、給食費の算定方法は。また、今回の支援
金に係る事業者への通知方法は。
答　給食費の算定基準は、食品の消費者物価
指数の令和４年度の変動状況から、年間の物
価高騰率を１０．４％と想定し、公立保育所
の１カ月の給食材料費に物価高騰率を乗じ、
月額１人当たり５００円で計算している。
　なお、本定例会で議決された場合には、７
月中に各施設へ通知する予定である。
問　学校ＩＣＴ機器購入費について、大型モ
ニター追加の内容と予備分の取り扱いは。
答　今回の学校ＩＣＴ機器購入費２８００万
円については、６０インチ以上の大型テレビ
を８８台購入し、現在、特別支援学級に設置
してあるテレビと入れ替えるものである。
　なお、既存のテレビや予備分のテレビは各
学校に分配し、移動用テレビとして特別教室
や体育館での授業で活用していきたい。
問　電子書籍使用料の追加理由は。また、電
子書籍の利用方法は。
答　令和５年度当初予算の段階では国から補
助金等を受ける予定がなく、８００万円の配
分となっていたが、このたび新型コロナウイ
ルス感染症対応地方創生臨時交付金が交付さ
れることから、事業費を追加するものであ
る。
　また、電子図書館は、図書カードをお持ち
で、市内在勤・在住・在学の方は、市ホーム
ページから誰でも利用することができる。

こしがや市議会だより　令和5年（2023年）８月１日　　　　　❺

環境経済・
建設

　６月定例会に上程された議案のう
ち、市長提出議案２件が予算決算常任
委員会に付託され、各分科会に送付し
審査を行いました。
※質疑のあった議案について主な質疑
と答弁を掲載しています。
ＱＲコードを読み取ると、
委員会の録画映像をご覧い
ただけます。

予 算 決 算
常 任 委 員 会

の審査

子ども・
教育

総　務　分科会

子ども・教育  分科会

民　生　分科会

環境経済・建設  分科会
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一般質問
市政に対する 　６月定例会では２０人の議員が市政全般について質問を行いま

した。
　一般質問は、新型コロナウイルス感染症対策のため出席者を必
要最小限にして実施しました。

台風２号により冠水した大間野排水機場の様子
（夜間撮影）

市内のコンビニエンスストアに設置されている
マルチコピー機

問　台風２号により甚大な被害が出た原因
について、市長の考えは。
市長　台風第２号に伴う大雨では、観測史
上最大となる２４時間雨量２６０．５ミリ
を記録し、総雨量２８９．５ミリの約９割
に当たる雨量が集中的に降ったことで、ポ
ンプの排水量をはるかに超えたことが浸水
被害の一番の要因と考えている。激甚化す
る水災害に備え国や埼玉県と連携を図り、
水防体制の強化に取り組んでいく。

Q 台風２号により甚大な被害が出た
原因について

工藤　秀次  議員日本共産党越谷市議団

問　台風２号で地元の排水ポンプが稼働し
ていなかったが今後の対応は。
市長　大間野排水機場については、水位上
昇に合わせ運転を開始したが、パトロール
時に排水ポンプの停止が確認され、再運転
した。しかしながら、自家発電機の不具合
により運転と停止を繰り返す状況となっ
た。今後は、定期的な点検の実施および水
防パトロールにおける操作確認等の徹底を
図っていく。

Q 稼働していなかった排水ポンプに
ついて

浅古　高志  議員越谷刷新クラブ

問　休日・夜間の市役所への問い合わせ方
法は。
市長　市役所の代表電話に掛けると音声ガ
イダンス後に番号選択案内により守衛職員
につながるシステムとなっている。しかし
音声ガイダンスが終了するまで２５秒程度
の時間を要することから、より簡潔で分か
りやすい案内に改善していく。災害時には、
音声ガイダンスを介さず直接専用電話につ
ながるよう、効率的な対応に取り組む。

Q 休日・夜間の市役所への問い合わ
せ方法について

武藤　智  議員越谷刷新クラブ

問　今回の台風２号では長時間にわたって
情報発信が行われず、市民が情報難民とな
るような事態が生じたが、市の対応は。
市長　台風２号に関する情報発信について
は、開設準備のできた避難所から順次発信
を行ったが、通行止めや道路冠水などの被
害状況については、災害情報管理システム
の不具合により、情報発信に遅れが生じた
ものである。今後このような障害が発生し
ないよう対応していく。

Q 台風２号に伴う市の対応および情
報発信について

金井　直樹  議員自由民主党越谷市議団

問　周知徹底しても、多くの市民は自転車
用ヘルメットを持っていない。購入の動機
付けとして、自転車用ヘルメットの購入に
補助金を出す考えは。
市長　ヘルメット着用促進の一つの手法と
して、購入補助は有効だと考えるが、本市
では、補助制度創設の予定はない。越谷警
察署や関係機関と連携し周知啓発を行うと
ともに、出張講座などの機会を捉えヘル
メットの着用促進に取り組んでいく。

Q ヘルメット着用の周知について

小林　成好  議員日本維新の会

問　役所内にマルチコピー機を設置し、マ
イナンバーカードを利用したサービスの充
実・利便性の向上を図る考えは。
市長　市役所内において（仮称）市民協働
ゾーン１階にコンビニエンスストアの誘致
を計画し、公募型プロポーザルによる事業
者選定の準備を進めている。マルチコピー
機の設置については、市として前向きに導
入を検討している。意向について出店候補
事業者との対話を通じ調整していく。

Q マルチコピー機の設置について

瀬賀　恭子  議員公明党越谷市議団

問　越谷市内における病児保育施設の利用
状況と今後の計画は。
市長　レイクタウン病児保育室の利用者数
は、令和元年度３０５人、令和２年度４７
人、令和３年度１８７人、令和４年度１３
９人。北越谷病児保育室では、令和３年度
１８７人、令和４年度２６３人が利用した。
今後は、利用者のニーズを確認し、手続き
方法の簡素化、認知度向上に努めていきた
い。

Q 越谷市内における病児保育施設の
利用状況・利用方法について

横井　聖美  議員自由民主党越谷市議団

問　保育職員不足解消のため、保育所の事
務作業の軽減策について市長の考えは。
市長　民間保育施設に対し、ＩＣＴ化推進
等に係る補助金により、事務負担を軽減し
ている。公立保育所では「コドモン」の導
入により、保護者の利便性向上と事務軽減
に寄与している。また、会計年度任用職員
を所管課に配置し、保育所長の保育専念時
間確保にも取り組んでいる。事務支援を強
化し、事務作業軽減に取り組んでいく。

Q 保育所における事務作業等の現状
と軽減策について

土屋　来夢  議員立憲民主党越谷市議団

問　なぜ「財政支援する」と発言すること
をこれほど拒むのか。公共交通への支援の
具体的な中身を検討するためには、「出す
ことに反対しない」ではなく、まず「財政
支援する」と明言するべきと考えるが。
市長　公共交通と言えば、何かやると結論
した場合にはお金を使うということは認識
している。そういう意思はあるが、手法が
決まっていないので、「出す」という明言
はできない。

Q 公共交通への市の財政支援につい
て

山田　大助  議員日本共産党越谷市議団

問　障がい者の親亡き後や介護者の入院の
際、障害福祉サービス事業所の支えも必要
となるが、従事者確保への市の対応は。
市長　障害福祉サービス従事者や有資格者
の状況を把握するとともに、国の報酬改定
の動向を注視し、事業所が必要な加算を受
けられるよう相談等に対応していく。また、
人材確保は本市としてどのような取り組み
が出来るのか、他団体の取り組み等も調査
研究していく。

Q 障害福祉サービス等従事者の現状
と今後の対応について

小口　高寛  議員立憲民主党越谷市議団
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　各議員の氏名の左にあるＱＲコードをスマート
フォン等の専用アプリで読み取ると、一般質問の
録画映像をご覧いただけます。

台風2号による大雨での冠水被害（市内弥十郎）

越谷サンシティ

問　アリーナ賛成派の方々が、熱心に署名
活動をしていた。しかし署名活動が終了す
る直前に、方針転換を市長は発表した。不
誠実な行為であると思うが、考えは。
市長　私たちは私たち行政としてのスケ
ジュールに基づいてやっているというこ
と。我々が計画しているタイミングに合わ
せて発表した。市民の皆様に不誠実だとか、
そういうことを考えたわけではなくて、
我々のタイミングでやらせていただいた。

Q 越谷サンシティ整備における方針
転換について

野口　高明  議員越谷刷新クラブ

問　今後とも、前例のない大雨に備え、命
を守ることや浸水災害に対応するための考
えは。
市長　今後、気候変動に伴い、激甚化する
水災害に対応するためには、河川整備や排
水ポンプの増強増設などのハード対策だけ
でなく、市民の水災害に関する普及啓発や
情報提供など、防衛意識の向上を図るソフ
ト対策を進めることが重要だと認識してい
る。

Q 治水対策について

斎藤　豪人  議員こしがや無所属の会

問　１０３億円かかる想定でやっていたも
のがこの数カ月で３２０億円にひっくり返
るのか。
市長　不誠実であるということであればお
わびを申し上げたい。
問　事前に地元の方や関係団体の方や我々
議員に対して説明があってもよかったので
はないか。
市長　我々の手抜かり、かしであったのか
もしれない。

Q 越谷サンシティ整備事業にかかる
今後の方向性について

立澤　貴明  議員自由民主党越谷市議団

問　コロナ禍の児童生徒の学びの保障のた
め、この３年間で延べ３００名の学習指導
員が配置されていたが、今年度は配置され
ていない。今こそ担任をしっかりサポート
し、児童生徒を支援する人材の配置が必要
だと考えるが教育長の考えは。
教育長　特別支援教育支援員、学校司書、
日本語指導員、スクール・サポート・スタッ
フ等の配置を積極的に進め、より一層の人
材活用の充実に努める。

Q 学習指導員の配置について

大田 ちひろ  議員越谷市民ネットワーク

問　今年は関東大震災から１００年の年だ
が、これまでの取り組みの改善点は。
教育長　令和３年度より避難所開設準備訓
練を実施、令和４年度より新入生およびそ
の保護者が災害時の対応について早い時期
に理解できるよう５月実施に変更している。
問　災害時は中学生が頼りだと考えるが。
教育長　避難所開設および運営に関する訓
練等を通じて、中学生の共助の力を育成し
ていきたい。

Q 越谷市学校防災の日について

菊地　貴光  議員こしがや無所属の会

問　増林に４反の水田を所有する方は稲作
を知人に委託しているが、水田を維持する
だけで毎年赤字であると話している。水田
を手放すことのないよう、水害対策にもつ
ながる稲作農家への支援についての考えは。
市長　本市では担い手に農地を集積、集約
化する農地利用集積事業に取り組んでいる。
提案のあったソーラーシェアリングについ
ては、先進事例などを含め、農業従事者に
情報提供していく。

Q 水害対策につながる稲作農家への
支援について

大和田　哲  議員日本共産党越谷市議団

問　遺族の手続きを一つの窓口でまとめて
できるようにする考えは。
市長　おくやみコーナーでは、必要な手続
きや窓口がわからない方に対し、その案内
を行っている。ワンストップ化については
遺族の負担軽減を図るために有効な取り組
みと認識しているが、予約制を含めた受付
方法や窓口体制などを再検討する必要があ
り、今後これらの課題を整理しつつ調査研
究していく。

Q おくやみコーナーの充実について

清水　泉  議員越谷市民ネットワーク

問　越谷市の高い犯罪率を抑制するため、
市内全域に防犯カメラを設置する考えは。
市長　市内全域に一定数の増設が有効であ
り、設置台数や設置場所の検討を進める。
問　現在５０台の防犯カメラが市街化調整
区域内の通学路に設置されているだけで、
市街化区域内の通学路には１台も設置され
ていない。防犯カメラを設置する考えは。
教育長　市長部局等と連携を図り、防犯カ
メラの設置台数や範囲について検討する。

Q 防犯カメラ設置について

松島　孝夫  議員越谷刷新クラブ

問　意思疎通に障がいのある方だけでなく
今後、高齢化社会が加速する中で、高齢者
の投票もサポートが可能となる「投票支援
カードの導入」および投票所入場整理券へ
の「音声コード利用」についての考えは。
選挙管理委員会事務局長　投票環境や利便
性の向上を図るうえで、「投票支援カード
の導入」、「音声コード利用」は、大変有益
な取り組みであることから、先進自治体の
事例を調査、研究していく。

Q 投票しやすい環境づくりについて

和泉田 宏幸  議員公明党越谷市議団

問　「輪トレ（りんトレ）」は自転車事故の
事例やルール・マナーの学習に加え発進や
停止、障害物を避けるなどの自転車走行の
体験学習アプリである。交通安全運動の輪
を広げるための啓発活動として、導入の考
えは。
市長　自転車の安全教育については、交通
指導員による交通安全教室を小学校や保育
所で実施しているが、その一部に本アプリ
が活用できないか検討していく。

Q アプリ「輪トレ（りんトレ）」で
楽しく学ぶことについて

藤部　徳治  議員公明党越谷市議団



市議会の用語や仕組みを解説します。
●広報・図書室協議会　
　議会だよりや議会ホームページ等の議会

広報および議会図書室に関する事項を協議
する場です。
　議長、副議長のほか、各会派から選出さ
れた議員で構成しています。
　皆さんが読んでいるこの市議会だよりは、
発行前に文章や写真等を協議し、掲載内容
を決定しています。

市議会

をご覧ください
市議会ホームページ
　市議会ホームページは定例会に関する情報や議
員名簿、議会の仕組みなど多数のコンテンツを掲
載しています。　　　
　また、議会中継、会議録検索システ
ムのリンクも掲載しています。議会に
関する情報取得にぜひご利用ください。

❽　　　　　こしがや市議会だより　令和5年（2023年）８月1日

　令和5年１１月１日号のこしがや市議会
だよりの表紙写真を募集します。

　越谷市に関連する行事、風景、人物、そ
の他季節に合うもの

　１人１回につき２枚まで。おおむね３年
以内に撮影したもの。（ただし、景観に変
化がなければ制限はありません）

　越谷市在住、在勤または在学の方

　令和5年（2023年）10月12日（木）　
まで

　応募票に写真を添えて議会事務局（本庁
舎７階）まで提出してください。
　また、写真をメールで提出していただく
こともできます。採用された写真には、応
募者（撮影者）の氏名、写真のタイトル、
撮影場所を掲載します。なお、応募写真は
表紙に合わせて、適宜トリミングや文字の
追加等の画像編集を行いますのでご了承く
ださい。
※応募規定など詳しくは市議会ホームペー
ジをご覧ください。

募集内容

応募方法・応募先

応募規定

応募資格

応募期間

表紙写真表紙写真
　台風2号により、被害に遭われた
皆様へ心よりお見舞い申し上げま
す。
　今回の大雨のように最近ますます
災害が激甚化しております。しっか
り備えたいものです。
　本定例会におきましても、多くの
議員が防災について質問をいたしま
した。
　この「市議会だより」のＱＲコー
ドからご視聴いただけますので、ぜ
ひご覧ください。

広報・図書室協議会委員
小林　成好

編　集　後　記

 い  とう　  おさむ

政務活動費の運用を見直しました
　政務活動費は、地方自治法および越谷市議会政務活動費の交付に関する条例（以下、条
例）の規程により、議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として交
付されるものです。このたび、本年６月１日から下記のとおり条例の一部を改正し、政務活
動費の運用の見直しを行いました。

①作成者等の変更
（改正前）会派の経理責任者及び議員→（改正後）会派の代表者及び会派に属さない議員
②公表書類の拡充
（改正前）収支報告書→（改正後）収支報告書及び領収書又はこれに準ずる書類

※これまで議員一人につき、会派分と議員分あわせて月額8万円の交付だったものが、会派
分の月額8万円となりました。

　新たな運用基準に基づき、領収証や研修・行政調査の報告書の公表を行います。
※公表は令和５年度分の政務活動費の収支報告からです。議会ホームページおよび議会図書
室にて公表開始となりましたら、お知らせします。
　また、運用基準「政務活動費運用の手引き」を議会ホームページに掲載しています。
　今後も政務活動費の適正な運用と透明性の確保に取り組んでいきます。

改正前
交付対象
会派
議員

交付額
所属議員の数×月額 4万円
1人当たり月額 4万円

改正後
交付対象
会派

会派に属さない議員

交付額
所属議員の数×月額 8万円
1人当たり月額 8万円

〈交付対象および交付額〉

〈収支報告書〉

●適正な運用と透明性の確保に取り組んでいきます

募集募集あなたが
撮影した

写真を

表紙に掲
載します

！

　令和５年度全国・埼玉県の各市議会議長会
定期総会において、永年にわたる地方自治の
発展に寄与された功績により、次の方が表彰
されました。
議員職２０年以上、正副議長４年以上表彰

伊藤　治

平成１５年から当選６回。
議長、副議長、監査委員、
議会運営委員長などを歴任
(５７歳)

 令和５年９月定例会は、９月１日（金）か
ら９月２６日（火）までの２６日間にわたっ
て開催する予定です。
　詳しくは、市議会ホームページまたは議会
事務局までお問い合わせください。（☎９６
３－９２６１）

 本定例会では、１３６人の傍聴者がありま
した。いただいた感想から一部要約して紹介
します。
■傍聴席と議員席が近く、また、モニターも
あり、市民として参加しやすい市議会だと思
った。
■答弁している市長等の答弁の内容が直接聞
くことで市政がどのように進められているの
か知ることができた。
■議員の質問している様子と議員と市長、市
担当者との答弁はわかりやすく良かった。

　

こしがや市議会からの

お
知
ら
せ

９月定例会の開催予定

議員表彰

傍聴して一言


